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    開  会   午前９時３０分 

議長（西岡良祐君） 皆さん、おはようございます。 

  ことしの夏は猛暑が続きまして例年にない暑さでありましたが、ようやく朝夕涼しくなっ

てまいりました。 

  ことしは異常気象で、各地で大雨や竜巻による被害をもたらしました。被災されました

方々に対しましてお見舞いを申し上げます。 

  本日、ここに平成２５年９月第３回笠置町議会定例会が招集されましたところ、御出席い

ただきましてありがとうございます。 

  本定例会に提案されます案件について慎重な御審議をいただくとともに、議会運営に格別

の御協力を賜りますようお願い申し上げ、開会の挨拶といたします。 

  ただいまから平成２５年９月第３回笠置町議会定例会を開会します。 

  これから本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付したとおりであります。 

──────────────────────────────────── 

議長（西岡良祐君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、７番議員、杉岡義信君及び１番議

員、田中良三君を指名します。 

──────────────────────────────────── 

議長（西岡良祐君） 日程第２、会期決定の件を議題とします。 

  お諮りします。本定例会の会期は、本日から９月２６日までの１５日間としたいと思いま

す。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） 異議なしと認めます。会期は本日から９月２６日までの１５日間に決定

いたしました。 

──────────────────────────────────── 

議長（西岡良祐君） 日程第３、諸般の報告を行います。 

  まず、議会報告を行います。 

  去る７月２５日、京都ルビノ堀川において議員全員の研修会が開催されまして、議員全員

が出席いたしました。 

  ８月９日、京都自治会館におきまして議会広報研修会が開催されまして、大倉議員が出席
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いたしました。 

  ８月２８日、京都府町村議会議長会主催により府政懇談会が開催されまして、京都府知事

を始め副知事、府幹部の出席をいただき、各町村の要望を行いました。それらに伴いまして、

議会会議規則第１２１条の規定によりまして議員派遣を行いました。 

  以上で議会報告といたします。 

  次に、町長から行政報告の申し出がありました。これを許します。町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） 皆さん、おはようございます。 

  本日、９月定例会を開催いたしましたところ、全員の議員の皆さんの御出席を賜り、厚く

御礼を申し上げます。 

  先ほど議長からもありましたが、ことしの夏の暑さはまさに酷暑の感がございました。や

っと最近になりまして朝夕秋の気配が感じられます。 

  しかし、最近の気象は大雨があり少雨があり、また竜巻があり、極端な感がいたします。

地域の安心・安全の確保が特に求められているように思われます。 

  当町を取り巻く問題点について少し御提起を申し上げ、その解決に向かって最善の努力を

いたしてまいりたいと思いますが、まず１点目でございますが、有害鳥獣の被害が全国的に

大きな問題となっているところでございます。農作物の被害また人に対する危害で、先日も

宮崎県日向市で市民が５００人も動員され猿の捕獲作戦が実行されました。また、イノシシ

の被害も多発していると報道されております。笠置町では、人の危害はまだございませんが、

今後特に子供の通学の安全対策が必要になると思われます。 

  ２つ目でございますが、笠置町の活性化対策でございますが、いこいの館も民間にその業

務の運営を委託いたしました。笠置町の観光の振興と協調しながら双方のさらなる発展を期

待したいものだと思います。 

  ３つ目でございますが、笠置の持つ資源の有効利用ということで、町内の荒廃農地の有効

利用の促進を強力に推進してまいりたいと考えております。 

  さて、９月定例会に御提案を申し上げます案件でございますが、承認案件１件、認定案件

５件、審議案件６件でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

  なお、決算監査につきましては、７月３１日、８月７日、８日の３日間、会計監査員２名

によりまして、各課の監査をお受けいたしました。審査の意見につきましては後ほど説明が

あろうかと思いますが、主に行財政改革、実質公債費比率の改善、税収の向上、危機管理意

識を徹底し、住民の安心・安全な生活が送れるようにと、努力するようにと御指摘を受けた
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ところでございます。 

  その他の諸般の報告を申し上げます。 

  ６月２５日、原水禁平和行進が１０名の方が参加され、平和とそして広島、長崎の原爆投

下についてお話を聞いたところでございます。 

  同日、京都山城農業協同組合通常総会がアスピアやましろで開催されました。 

  同日、笠置町同和教育推進協議会総会が笠置会館で開催されました。 

  ６月２８日、木津川上流総会が伊賀市で開催され、昨今のゲリラ豪雨の対策等について協

議がなされました。 

  ６月３０日、京都消防協会相楽支部水防訓練が木津川市立山城コミュニティ運動広場で開

催され、防災についての訓練が各市町村の消防団員により行われました。 

  ７月２日、社会を明るくする運動街頭啓発が笠置駅で、その後、社会明るくする推進委員

会が開催され、町内の各種団体によります社会を明るくする運動の取り組み等についての報

告、討論がなされました。 

  ７月４日、城南土地開発公社理事会が城陽市役所で開催されました。 

  ７月５日、相楽東部広域連合議会が和束町役場で開催されました。 

  ７月９日、同和推進協議会街頭啓発活動が笠置駅で行われました。 

  ７月１３日、部落解放第４０回女性集会が京田辺市中央公民館で開催されました。 

  ７月１７日、横断林道協議会総会が和束町で開催されました。 

  ７月２０日、ちびっこまつりが笠置会館で開催されました。 

  ７月２２日、第２回京都山城総合医療センター看護師処遇委員会が開催されました。 

  ７月２６日、相楽更生保護女性会が産業振興会館で開催され、６３回「社会を明るくする

運動～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～」と題して集会が開催されま

した。 

  ８月１日、人権強調月間街頭啓発が笠置駅で開催されました。 

  ８月３日、笠置夏まつりが開催されました。 

  ８月８日、宇治木屋線総会が和束町役場で開催されました。 

  ８月１１日、京都府山田知事の講演会が城陽の文化パルクで行われました。 

  ８月２３日、関西本線電化促進同盟総会が伊賀上野で開催されました。 

  ８月２６日、宇治茶世界遺産登録に関する会議が宇治市で、同日、森と緑の振興会総会が

相楽会館で開催されました。 
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  ９月５日、笠置町戦没者追悼式が産業振興会館で、９月７日、知事と和ぃ和ぃミーティン

グ府民ｉｎ山城が同志社大学京田辺キャンパスで開催されました。 

  ９月１１日、相楽東部広域連合臨時議会が和束町で開催され、テールアルメの裁判の追加

について議論がなされたところでございます。以上、諸般の報告といたします。 

──────────────────────────────────── 

議長（西岡良祐君） 日程第４、承認第３号、笠置町国民健康保険税条例一部改正に伴う専決

処分の承認を求める件を議題とします。 

  本件について提案理由の説明を求めます。町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） 承認第３号、笠置町国民健康保険税条例一部改正に伴う専決処分の承認

を求める件について提案理由を申し上げます。 

  地方税法の一部を改正する法律（平成２５年法律第３号）、地方税法施行令の一部を改正

する政令（平成２５年政令第１７３号）及び地方税法施行規則の一部を改正する省令（平成

２５年総務省令第６６号）が、平成２５年６月１２日にそれぞれ公布されたことに伴い、所

要の改正を地方自治法第１７９条の規定により専決処分をし、平成２５年６月１２日付にて

制定した次第でございます。施行日は、ただし書き項目につきましては公布の日、その他の

項目は平成２９年１月１日でございます。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い

申し上げます。 

議長（西岡良祐君） 続きまして、議案の説明を求めます。住民課長。 

住民課長（東 達廣君） おはようございます。  承認第３号、笠置町国民健康保険税条例

一部改正に伴う専決処分の承認を求める件。 

  笠置町国民健康保険税条例（昭和３７年条例第３３号）の一部を改正する条例を地方自治

法第１７９条の規定により専決処分したので同条第３項の規定により、これを報告し議会の

承認を求める。 

  平成２５年９月１２日提出。笠置町長、松本 勇。 

  説明は新旧対照表より説明させていただくわけでございますが、説明に入ります前に、附

則第２条の適用区分の一部に記載誤りがありましたので、修正をお願いいたします。 

  ４ページ、中段以降の適用区分第２条の第１項、第２項それぞれにあります。この条文の

最初に、「この条例（前条第１号から第７号まで）」という表記になっておりますが、この

７号を８号に修正をお願いいたします。第２項も同じような表現を用いておりまして、同じ

く第７号を第８号に修正をお願いいたします。訂正しておわび申し上げます。 
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  それでは、５ページ、新旧対照表から御説明申し上げます。 

  まず、今回の改正の要点でございます。 

  まず１点目は、先ほど提案説明でもございましたとおり、地方税法の改正によるものです。

この改正の主なところは、金融証券税制の改正等が主になっておりまして、この部分に係り

ます施行日は平成２９年１月１日施行となります。 

  それから、もう一点は、２５年度より国民健康保険税条例の賦課方式が旧ただし書き方式

に一本化されたことによります改正でございます。これは平成２５年６月１２日の公布の日

から適用し、平成２５年度の国民健康保険税条例から適用されるものでございます。 

  それからもう一点、６月議会で制定させていただきました国民健康保険税減免規定の一部

改正、国民健康保険税条例の一部改正の中の減免規定の改正でございますが、附則第１５項

におきまして、国保税減免の特例という項目がございまして、この中の引用条文の文言整理

をしたものでございまして、これも施行日は公布の日で、２５年度の国民健康保険税賦課か

ら適用させていただいているものでございます。 

  まず、概要として説明させてもらいます。 

  ５ページ、３項の改正でございます。 

  １点目、「配当所得」が「配当所得等」という表現に変わっておりまして、これは先ほど

言いました金融証券税制の改正による部分でございまして、特定公社債の利子がこの配当所

得に追加されたものによる文言整理でございます。 

  それから、現行で削除している部分がございます。中段以降でございますが、同条第３項

中、「又は山林所得金額とあるのは云々」というのは改正案では削除しております。この削

る分については、先ほど言いました賦課方式が旧ただし書き方式の一本化による改正による

文言の整理でございます。 

  それから、６ページにまいりまして、この削除している部分も賦課方式の文言の削除でご

ざいます。 

  それから、７ページにまいりまして、６項でございますが、「株式等」という表現が「一

般株式等」という表現に修正、改正されておりますが、これは分離課税方式の変更によりま

す修正でございまして、分離課税の種類を一般株式等と上場株式等という二分化に伴う文言

整理でございまして、もう一方の上場株式等については次のページの７項に規定しておりま

す。 

  それから、現６項の削除分、中段下から削除している部分、改正後では空白になっている
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部分がありますが、この部分についてはただし書き方式による削除となっております。 

  それから、８ページに行きまして、７項、８項、９項というのが、あと１１項、１６項も

含めての説明になるんですが、課税標準の計算の細目でございます、国保税の算定上の。た

だ、地方税法自体では、国保税について独立した規定を置いておりません。本体のほうでも

置いておりません。だから、あえて国保税でこういう表記をする必要がないという判断がさ

れましたので、７項、８項、９項、１１と１６項も含めまして削除しております。新たに

７項として、先ほど分離課税のほうで説明いたしました上場株式等という分離課税の方法が

分けられたものを７項として規定されております。 

  それから、８項にまいりまして、もとの１０項からの変更でございますが、これも改正後

では空白になっております部分は旧ただし書き方式の改正によるものでございます。 

  それから、１０ページにまいりまして、現１２項が新たに９項になっている、これは項の

繰り上げとともに、削る部分については旧ただし書き方式、それから、１１ページも同様で

す。 

  それから、１２ページに入りまして、現１４項が改正後は１１項になる部分についても同

様なんですが、１つ、１４項の３行目ですが、「配当所得」が「利子所得、配当所得及び雑

所得」という表記に変わっておりますが、これは条例適用配当等の分離課税について特定公

社債の利子等が追加されたことによる文言の整理でございます。 

  それから、１３ページにまいりまして、１５項でございますが、これが６月議会で改正し

た国保税条例の一部改正による減免規定の項目の整理による引用条文でございまして、旧被

扶養者減免の規定をしているわけでございますが、文言の整理を今回する必要が生じたとい

うふうなことでございます。以上でございます。 

議長（西岡良祐君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  この採決は挙手によって行います。承認第３号、笠置町国民健康保険税条例一部改正に伴

う専決処分の承認を求める件は、承認することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 
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議長（西岡良祐君） 挙手全員です。したがって、承認第３号、笠置町国民健康保険税条例一

部改正に伴う専決処分の承認を求める件は、承認することに決定いたしました。 

──────────────────────────────────── 

議長（西岡良祐君） 日程第５、認定第１号、平成２４年度笠置町一般会計決算認定の件を議

題とします。 

  本件について趣旨説明を求めます。町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） 認定第１号、平成２４年度笠置町一般会計決算認定の件について提案説

明を申し上げます。 

  平成２４年度笠置町一般会計歳入総額は１４億４，４５４万１，６５８円、歳出総額が

１３億９，０５８万２，３２２円、歳入歳出差引額５，３９５万９，３３６円で、翌年度に

繰り越すべき財源を差し引いた実質収支額が５，１４２万５，３３６円となっております。 

  よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げます。 

議長（西岡良祐君） 続きまして、本件の概要説明を求めます。会計管理者。 

会計管理者（前田早知子君） 失礼します。おはようございます。 

  それでは、平成２４年度一般会計歳入歳出決算について概要説明をさせていただきます。 

  まず、歳入から説明させていただきます。 

  決算書につきましては１ページを、参考資料でお渡ししていますものについては２ページ

をごらんください。 

  説明に当たりまして、款の項目と款の項目の予算現額、調定額、収入済額、不納欠損額、

収入未済額、予算現額と収入済額との比較の数値を朗読して説明にかえさせていただきます。 

  なお、不納欠損額及び収入未済額の欄の数値がゼロ円の場合は割愛させていただきますの

で、御了承ください。 

  それでは、進めさせていただきます。 

  町税、１億６，７０７万４，０００円、１億８，４１７万３，６５３円、１億

６，６１５万８，６７２円、４４万４，１８３円、１，７５７万７９８円、マイナス９１万

５，３２８円。 

  地方譲与税、７００万円、調定額、収入済額ともに６９２万５，００９円、マイナス７万

４，９９１円。 

  利子割交付金６９万５，０００円、調定額、収入済額ともに５７万３，０００円、マイナ

ス１２万２，０００円。 
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  配当割交付金、４０万円、調定額、収入済額ともに４４万６，０００円、４万

６，０００円。 

  株式等譲渡所得割交付金、１２万円、調定額、収入済額ともに１０万９，０００円、マイ

ナス１万１，０００円。 

  地方消費税交付金、１，５４１万５，０００円、調定額、収入済額ともに１，５４１万

５，０００円、ゼロ円 

  ゴルフ場利用税交付金、４，３００万円、調定額、収入済額ともに４，６４３万

６，２１６円、３４３万６，２１６円。 

  自動車取得税交付金、２８０万円、調定額、収入済額ともに２８５万４，０００円、５万

４，０００円。 

  地方特例交付金、１５万８，０００円、調定額、収入済額ともに１５万８，０００円。 

  続いて３ページをごらんください。 

  地方交付税、６億８，９６９万４，０００円、調定額、収入済額ともに７億１，６０６万

５，０００円、２，６３７万１，０００円。 

  分担金及び負担金、５００万８，０００円、４４２万８，４４０円、４３５万

７，０００円、７万１，４４０円、マイナス６５万１，０００円。 

  使用料及び手数料、１，６９７万７，０００円、１，９６６万１，６１０円、

１，６１４万１，６４０円、３５１万９，９７０円、マイナス８３万５，３６０円。 

  国庫支出金、１億２，０４４万９，０００円、調定額、収入済額ともに７，９４７万

９，１０５円、マイナス４，０９６万９，８９５円。 

  府支出金、７，６６４万１，０００円、調定額、収入済額ともに７，５５３万

４，６８４円、マイナス１１０万６，３１６円。 

  財産収入、２０万２，０００円、調定額、収入済額ともに１６万５５４円、マイナス４万

１，４４６円。 

  寄附金、５２万９，０００円、調定額、収入済額ともに５２万８，８００円、マイナス

２００円。 

  繰入金、２，７７３万４，０００円、調定額、収入済額ともに２，６１５万６，８９９円、

マイナス１５７万７，１０１円。 

  繰越金、３，７１９万９，０００円、調定額、収入済額ともに３，７１９万９，８２９円、

８２９円。 
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  続いて５ページになります。 

  諸収入は、１億７４９万３，０００円、調定額、収入済額ともに１億６９１万

５，２５０円、マイナス５７万７，７５０円。 

  町債、１億７，０５２万８，０００円、調定額、収入済額ともに１億４，２９２万

８，０００円、マイナス２，７６０万円。 

  歳入合計は１４億８，９１１万６，０００円、１４億６，６１４万８，０４９円、１４億

４，４５４万１，６５８円、４４万４，１８３円、２，１１６万２，２０８円、マイナス

４，４５７万４，３４２円となります。 

  続いて、歳出に移らせていただきます。 

  決算書につきましては７ページ、参考資料は４ページをごらんください。 

  歳出につきましても、款の項目と款の項目の予算現額、支出済額、翌年度繰越額、不用額、

予算現額と支出済額との比較の数値を朗読して説明にかえさせていただきます。 

  なお、翌年度繰越額の欄の数値がゼロ円の場合は割愛させていただきますので、御了承く

ださい。 

  それでは、議会費から、４，７５３万円、４，７３３万９，８６４円、１９万１３６円、

１９万１３６円。 

  総務費、４億３，８２４万４６６円、４億２，０８７万５，１９４円、１，７３６万

５，２７２円、１，７３６万５，２７２円。 

  民生費、３億４，２０２万４，０６９円、３億３，５４５万７，２２５円、６５６万

６，８４４円、６５６万６，８４４円。 

  衛生費、２億６６６万１，０００円、１億９，８５３万２，０１８円、８１２万

８，９８２円、８１２万８，９８２円。 

  農林水産業費、１，４７１万８，０００円、１，４１２万９，１１７円、５８万

８，８８３円、５８万８，８８３円。 

  商工費、５，７２６万６，０００円、５，６１６万２，２１６円、１１０万３，７８４円、

１１０万３，７８４円。 

  土木費、１億５，６０８万８，０００円、９，２９２万６，３３１円、６，１５０万円、

１６６万１，６６９円、６，３１６万１，６６９円。 

  続いて、９ページをごらんください。 

  消防費、６，６９１万５，０００円、６，５８６万６，０９２円、１０４万８，９０８円、
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１０４万８，９０８円。 

  公債費、１億５，９４４万１，０００円、１億５，９２９万４，２６５円、１４万

６，７３５円、１４万６，７３５円。 

  諸支出金、１１万１，０００円、ゼロ円、１１万１，０００円、１１万１，０００円。 

  予備費、１２万１，４６５円、ゼロ円、１２万１，４６５円、１２万１，４６５円。 

  歳出合計は、１４億８，９１１万６，０００円、１３億９，０５８万２，３２２円、

６，１５０万円、３，７０３万３，６７８円、９，８５３万３，６７８円になります。 

  続いて、１３１ページの実質収支に関する調書をごらんください。 

  歳入歳出差引額が５，３９５万９，３３６円、うち翌年度へ繰り越すべき財源が２５３万

４，０００円、実質収支額は５，１４２万５，３３６円、地方自治法第２３３条の２の規定

により、基金への繰入額を２，５７１万３，０００円計上しております。 

  決算書の１３２ページ以降は、財産に関する調書となります。以上で、一般会計歳入歳出

決算の概要説明を終わらせていただきます。 

議長（西岡良祐君） 監査結果報告を求めます。監査委員、西村典夫君。 

監査委員（西村典夫君） 平成２４年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算審査意見書の提出

について。 

  地方自治法第２３３条第２項の規定により平成２４年度一般会計及び特別会計歳入歳出決

算について審査したので、次のとおり審査意見書を提出し、朗読をして報告をいたします。 

意見書 

  １．審査対象 

  （１）平成２４年度笠置町一般会計歳入歳出決算及び関係帳簿証書類 

  （２）平成２４年度笠置町国民健康保険特別会計歳入歳出決算及び関係帳簿証書類 

  （３）平成２４年度笠置町簡易水道特別会計歳入歳出決算及び関係帳簿証書類 

  （４）平成２４年度笠置町介護保険特別会計歳入歳出決算及び関係帳簿証書類 

  （５）平成２４年度笠置町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算及び関係帳簿証書類 

  （６）財政健全化判断比率の状況 

  （７）その他関係帳簿及び台帳 

  ２．決算審査日 平成２５年７月３１日（水）、８月７日（水）～８日（木） 

  ３．出席者   町長、総務財政課長、会計管理者、関係課長 

  でございます。 
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審査の総括意見 

  平成２４年度笠置町一般会計及び特別会計について決算監査を実施した結果、決算書、出

納簿、歳入簿、出納証書類において、間違いなく整理され、適正なものであったと認定をい

たします。 

  平成２４年度においては、実質収支については５，１４２万５，０００円と黒字になって

いるが、単年度収支及び実質単年度収支は赤字となっている。経常収支比率や実質公債費比

率など財政指標においては改善はされており、当町としては引き続き行財政改革を推進し、

健全な行財政の運営に努力されたい。 

  特に経常収支比率については、１０６．８％と前年度と比較して０．１ポイント改善して

いるとはいえ、これは財政の硬直化を示すものであり、できるだけ早期に１００％以下とな

るよう財政運営の大幅な改善が求められる。そのためにも町単独事業については十分に精査

し、廃止または見直しを進め、各種団体への補助金及び交付金の整理、物件費の削減、人件

費関係の抑制など、限られた財源をいかに効率的かつ効果的また計画的に使っていくか、総

合的に取り組むことがさらに必要である。なお、実質公債費比率並びに将来負担比率が減少

傾向にあるので、今後も進めてもらいたい。 

  また、重要な財源の一つである税及び公共料金の徴収については、一般会計、特別会計と

も努力されており、収納率の向上が図られている。厳しい財政状況の中、財源の確保と住民

の公平な負担の上でも重要な問題であり、住民の意識改革に向けての取り組みや口座振替制

度の利用による効率的な徴収の推進及び組織的な収納体制を構築する必要があると考える。

今後も引き続き滞納額が増加とならないよう徴収に努められたい。なお、町税及び国民健康

保険税の滞納徴収については地方税機構へ移管し、徴収についてかなり改善されている。今

後も地方税機構と連携を図りながら徴収されるよう努められたい。 

  高齢化が進む当町では、一般会計及び特別会計における医療（保険）給付費の占める割合

が上昇している。予防事業の充実を図り、健康づくりのまちづくりを進めることで医療費の

抑制につながることを期待するものである。 

  予算編成に当たっては限られた財源の中で、適正な歳入歳出予算を心がけるとともに、い

かに効率よく行財政運営を行っていけるかが重要な課題であり、効率的かつ効果的に住民へ

福祉を寄与する諸施策の執行を図られることを強く望んで、総括意見とする。 

審査の結果 

  （１）決算規模 
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  平成２４年度一般会計及び特別会計の決算は次のとおりである。単位千円。 

  区分、予算現額、歳入額、歳出額、差引額。 

  一般会計、１４億８，９１１万６，０００円、１４億４，４５４万１，０００円、１３億

９，０５８万２，０００円、５，３９５万９，０００円。 

  特別会計、６億６，４０７万３，０００円、７億１５８万６，０００円、６億２９６万

６，０００円、９，８６２万円。 

  合計、２１億５，３１８万９，０００円、２１億４，６１２万７，０００円、１９億

９，３５４万８，０００円、１億５，２５７万９，０００円。 

  （２）決算収支 

  平成２４年度決算額は、一般会計においては、歳入総額１４億４，４５４万１，０００円、

歳出総額１３億９，０５８万２，０００円で、歳入歳出差引額（形式収支）は５，３９５万

９，０００円の剰余金を計上している。また、翌年度に繰り越す事業に必要な金額を除いた

実質収支は５，１４２万５，０００円となるが、単年度収支では１，６７８万５，０００円

の赤字となった。 

  また、全特別会計においては、歳入総額７億１５８万６，０００円、歳出総額６億

２９６万６，０００円で、歳入歳出差引額は９，８６２万円を計上している。 

  （３）予算の執行状況 

  歳入は一般会計、特別会計合わせて予算現額２１億５，３１８万９，０００円に対し、決

算額２１億４，６１２万７，０００円で、収入率は９９．７％となっている。 

  歳出は一般会計、特別会計合わせて予算現額２１億５，３１８万９，０００円に対し、決

算額１９億９，３５４万８，０００円で、執行率は９２．６％となっている。 

  一般会計及び特別会計の執行状況は、次のとおりである。 

会計別執行状況 

  単位、千円。 

  区分、予算額、歳入決算額、金額、収入率、歳出決算額、金額、執行率。 

  一般会計、１４億８，９１１万６，０００円、１４億４，４５４万１，０００円、

９７．０％、１３億９，０５８万２，０００円、９３．４％。 

  国保会計、２億９，１０６万９，０００円、３億１，８４４万３，０００円、

１０９．４％、２億４，１６２万８，０００円、８３．０％。 

  簡水会計、９，０７０万６，０００円、９，０１３万２，０００円、９９．４％、
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８，７７０万７，０００円、９６．７％。 

  介護会計、２億２，１６７万６，０００円、２億３，３２６万４，０００円、

１０５．２％、２億１，４７３万６，０００円、９６．９％。 

  後期高齢会計、６，０６２万２，０００円、５，９７４万７，０００円、９８．６％、

５，８８９万５，０００円、９７．２％。 

  合計、２１億５，３１８万９，０００円、２１億４，６１２万７，０００円、９９．７％、

１９億９，３５４万８，０００円、９２．６％。 

  （４）財政状況等であります。 

  一般会計 

  平成２４年度における決算額は、歳入総額１４億４，４５４万１，６５８円、歳出総額

１３億９，０５８万２，３２２円で、歳入歳出差引額（形式収支）は５，３９５万

９，３３６円の剰余金を計上している。また、翌年度に繰り越すべき財源となる金額を除い

た実質収支は５，１４２万５，３３６円である。 

  正確な予算の見積もりは困難であることは理解できるが、この危機的な財政状況の中、住

民サービスを重視し、できる限り適正に歳入及び歳出予算を見積もり、未執行となる事業が

生じないよう予算の編成に努力されたい。 

  財政構造の弾力性を示す経常収支比率については１０６．８％と前年度より０．１ポイン

トとわずかであるが回復したが、依然として１００％を下回る状況には至らず、さらに改善

を進めることが大きな課題である。 

  地方債の現在高は１２億５２６万７，０００円と、前年度より３，３４４万８，０００円

減少し、実質公債費比率も１６．５％と１．９ポイント改善、また将来負担比率も

３９．３％から２９．８％と９．５ポイント改善されるなど早期健全化基準を大きく下回っ

ていることは喜ばしいことである。町債を起こす場合には有利なものを選択するなど、今後

も引き続き抑制に努められたい。 

  地方交付税は、平成２４年度においても前年度より１，８０２万７，０００円減額され、

歳入に占める割合が４９．６％となっている。さらに国庫支出金や交付金などを含めると全

体の６０％を超えている。この数字を見るだけでも小規模自治体の財政運営には国が大きく

かかわっていることが浮き彫りとなっている。今後の国の動向を注視して行財政運営を行う

とともに、町税を初め自主財源の確保と、国庫・府支出金などの有効な活用など財源確保に

努められることに期待する。 
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  町税については、全税目の徴収率が９０．４％で、不納欠損額を差し引いた収入未済額が

１，７５７万７９８円となっている。徴収には努力されていることと思うが、住民に対し納

税は義務であることの理解と税の公平性を期するためにも、地方税機構と十分な連携を図り

ながら税収の確保に努められるよう今後も期待する。 

  公有財産の賃貸借による使用料収入については、根拠規程に基づき取り扱うこと。なお、

手数料収入を含めた現金の取り扱いには十分に注意し、今後も管理について適正に処理する

よう努められたい。 

  歳出面においては、費用対効果の側面から町単独事業の廃止や見直し、事務事業の精査、

また経費の節減など経常経費の見直しなどに努め、一般財源が伸び悩む中、今後も人件費、

扶助費、公債費の義務的経費の抑制などに努力を期待したい。 

  なお、各種団体への補助金及び交付金などについては、担当課において内容を十分精査し

執行すること。 

  ごみ処理業務における企業系のごみについては、以前から指摘されているが、事業主と十

分協議し、住民に理解を得られるよう解決されたい。 

  近年、予想を超えた災害など不測の事態が発生している自治体もあるが、幸いにして当町

ではそういった事象は発生していないが、常に危機管理意識を徹底し、今後も住民が安心で

安全な生活を送ることができるよう努められたい。 

  １１ページ、お願いします。 

平成２４年度財政健全化審査意見書 

  １、審査の概要 

  この財政健全化審査は、町長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事

項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。 

  ２、審査の結果 

  （１）総合意見 

  審査に付された下記、健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、

いずれも適正に作成されているものと認められる。 

記 

  健全化判断比率、平成２３年度、平成２４年度、早期健全化基準。 

  ①実質赤字比率、―（バー）、―（バー）、１５．０％。 

  ②連結実質赤字比率、―（バー）、―（バー）、２０．０％。 
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  ③実質公債費比率、１８．４％、１６．５％、２５．０％。 

  ④将来負担比率、３９．３％、２９．８％、３５０．０％。 

  実質赤字比率及び連結実質赤字比率は、それぞれ赤字とならなかったために、―（バー）

として表示。 

  （２）個別意見 

  ①実質公債費比率について 

  平成２４年度の実質公債費比率は１６．５％と前年度と比較して１．９ポイント改善され、

早期健全化基準を下回っているが、今後も引き続き有利な起債を充当することとし、実質公

債費比率の抑制に努められたい。 

  ②将来負担比率について 

  平成２４年度の将来負担比率は２９．８％と前年度と比較して９．５ポイント改善され、

早期健全化基準を大きく下回っているが、今後も引き続き将来負担比率の抑制に努められた

い。 

  （３）是正改善を要する事項 

  特に指摘する事項はなし。以上です。 

議長（西岡良祐君） これから質疑を行います。質疑につきましては、全ての議案に対し同一

議題について３回までですので申し添えます。質疑はありませんか。２番、向出健君。 

２番（向出 健君） ２番、向出です。 

  決算書の１７ページ、１８ページですが、住宅使用料についてお尋ねをいたします。 

  住宅使用料の調定額が６５９万８，４７０円となっていますが、収入未済額は３５１万

９，９７０円となっています。大分収入ができていない額が上がっていますが，これは町営

住宅の使用料ということで、まず状況をお聞きしたいと思います。滞納の件数を住宅ごとに

教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。 

議長（西岡良祐君） 建設産業課長。 

建設産業課長（川西隆次君） 失礼いたします。 

  滞納の件数を住宅ごとにということでございますので、現年分のほうですけれども、奥田

住宅１件、後谷１件、有市８件、滞納分のほうは、奥田住宅４件、後谷１件、有市１４件で

ございます。以上です。 

議長（西岡良祐君） ２番、向出健君。 

２番（向出 健君） 調定額に対して大分収納できていない額が大きいと思いますが、今後こ
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の滞納の分についてはどのような対応、取り組みをされますか。教えていただきますようお

願いします。 

議長（西岡良祐君） 建設産業課長。 

建設産業課長（川西隆次君） 今後の取り組みということでございます。 

  以前からも滞納分の御指摘もずっとありまして、毎回監査のときにも御指摘を伺っており

ます。職員のほうもどうしても以前からの分がありまして、全く払っていただけないという

わけではなしにずっと払ってはいただいておるんですけれども、以前からの分がありまして

なかなか追いつかないというのが現状でございます。 

  監査のときにも御指摘がありましたように、特にたくさんたまっているというのはやっぱ

り条例に基づいて、今後保証人さん、以前の議会でも御指摘がございましたけれども保証人

さんのほうにということに条例ではなっております。現在はまだその形をとっておりません

が、そういう形をとっていく必要があるという御指摘もいただいておりますので、一番最近

では約束をしておりますがなかなかその支払いをいただけないとき、今後につきましては保

証人さんのほうにもお願いをしなければならないという意味の文書で提出しております。現

在そういう状況でございます。以上です。 

議長（西岡良祐君） ３番、大倉博君。 

３番（大倉 博君） ３番、大倉です。 

  笠置駅の関係で、関連しますので今からページを言います。４４ページの切符等販売手数

料１１５万、６４ページの駅無人化対策雇用賃金４２６万余り、それから先ほど町長が行政

報告の中で、８月に上野で会議をやられたという関西本線複線電化同盟３万円、この関係、

それと関西本線電化促進連盟これが１，０００円、それと９０ページの鉄道運賃補助金

４７万幾らありますけれども、こういった関係で一括で質問します。よろしいですか。 

  まず、４４ページの切符等販売手数料１１５万というのは、要するに切符は対面で我々も

買うんですけれども、その手数料だと思うんですけれども、その「等」というのは何が入り

ますか。例えば自動販売機とか券売機、あれはＪＲになるんですかね。その辺のところを一

遍、「等」というのは何が入るんですかね。１１５万の中に。 

議長（西岡良祐君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） お答えしたいと思います。 

  「等」といいますのは、ＪＲのほうから清掃委託金ということで１日につき１，０００円

をいただいております。その清掃につきましては町が雇用している駅員がやっているんです
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けれども、その清掃委託金が「等」となっております。以上です。 

議長（西岡良祐君） 大倉博君。 

３番（大倉 博君） 清掃委託金ということで、確かに駅の掃除とかトイレの清掃とかこの無

人化対策の雇用の方、その方にやっていただいている、４２６万から１１５万を引けば約

３０８万の赤なんですけれども、確かに観光面とかいろんな面を考えた場合には、やはり駅

の雇用対策というのは笠置にとってはやっぱり必要ではないかと私は思うんですけれども、

例えば大河原とか月ヶ瀬口、それから島ヶ原を見た場合にはほとんど今はあそこは確か全部

無人になっているはずなんですね。やはり駅の顔というかそういったところでいえばやっぱ

り必要ではないかと思うんですけれども。 

  それはそうと最近ＪＲの駅員の方、以前は町内のＪＲのＯＢの方が採用、雇用になってい

ましたけれども、最近は全然知らない方がおられるんで、私も対面で買った場合にはほとん

ど話はしないんですけれども、これはＪＲのＯＢではなしに町内のどなたかでも採用するこ

とはできるんですか。 

議長（西岡良祐君） 企画観光課長。 

企画観光課長（山本和宏君） 町内の方でも採用は可能かということだと思うんですけれども、

それは可能でございます。 

議長（西岡良祐君） ３番、大倉博君。 

３番（大倉 博君） なぜこんなことを言いますかといいますと、やはり町内の方が以前にお

られたら雑談でも、いろんな方、中学校の生徒が帰ってきたときに「お帰り」とかいろんな

ことをやっぱり言っているわけです、高校生が帰ってきたときでも。今の方は余りそういっ

たことを、顔なじみがないのかどうかわかりませんけれども、そういったことが余りないと

は思うんですけれども、ちょっとわかりませんけれども。だから、できれば町内の方の雇用

をできればやっていただければありがたいなと思います。 

  それと、この切符等手数料販売で、売上を伸ばすためには今後どうしたらいいと思います

か。というのは、以前にも議会で質問されたと聞いておるんですけれども、コンビニを入れ

たらどうやとか、それから今現在自販機は２台あるけれどもあれはＪＲのものですね。それ

と券売機もそうですね。今後その収入の方法ですけれども、これ以外には何か考えられない

んですか。 

議長（西岡良祐君） 町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） 笠置駅での収入の増をいかにしてふやしていくかということであります
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が、今のところ全てＪＲの持ち物であります。ＪＲの建物の中に、町で例えば売店をつくる

とかそういったものについてはちょっと無理かなという感があります。 

  ただ、今は収入をふやすためには乗降客をふやすという方法が一番適当ではないかなと考

えます。ＪＲの敷地を一部を借り受けて売店をするですとか、あるいはその敷地内で何かを

する場合に、ＪＲの許可をもらわなければならないというのが非常に事務的に膨大なものに

なってくるんだということも、実は南山城村で大河原駅を改修されるのに非常に手間がかか

ったということも聞いております。笠置駅のように構内全体がそんなに大きくないわけです

ので、これからその改修なんかをやっていくのにはちょっと無理があるのではないかなと、

そんなふうに思います。 

  税収の一番の近道は、やはりお客様を、ＪＲを利用していただくお客様をふやしていくと

いうのが一番近道だろうと私は思います。 

議長（西岡良祐君） ３番、大倉博君。 

３番（大倉 博君） 例えば税収をふやすということなんですけれども、今、９０ページの鉄

道運賃補助金が４７万５，５９０円上がっていますけれども、それが町の負担であり、また

収入がふえるのとどっちがこうなのかわかりませんけれども、例えば今、昔は６０歳以上か

らなっていましたけれども、最近は７０歳以上の補助金になっていますけれども、試算はち

ょっとわかりませんけれども、例えば６５歳以上にしてこういう収入をふやす、補助との絡

みでどっちが得かになるかもわかりませんけれども、その辺のところはいかがですか。 

議長（西岡良祐君） 町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） 利用促進の一つの方法として町では取り組んでいる事業の一つでありま

す。先ほど監査委員の御指摘にもありましたとおり、各種団体あるいは町単独の事業の見直

しをしなさいということを御指摘いただいているところでございます。関西本線の電化の促

進を進めるための笠置町独自の事業であるという、関西本線の電化促進がいざできるのかと

いうそういった根本的なものからひとつ詰めていかなければならないのではないかなと思い

ます。 

  その中で乗客をふやすために笠置町の補助をふやしていくのがベターなのか、あるいは補

助金をカットしてでも、例えば町内の方の利用を促進するのも当然大事だと思うんですが、

観光の振興を図りながらよそからのお客さんをふやしていくというのも私はそれのほうがよ

りいいのではないかなとは思います。いろんな方法があろうかと思います。やはりこれから

町財政の健全化というところも含めて検討をさせていただきたいと思います。 
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議長（西岡良祐君） 大倉博君。 

３番（大倉 博君） 先ほども言いましたように、町長が先ほど行政報告の中で関西本線複線

電化同盟、これが３万円支出されていますけれども、これは我々町会にも報告というか義務

があるかどうかわかりませんけれども、どういったことをされているのか、ちょっと８月に

あったことでもここでちょっと報告願えませんか。 

議長（西岡良祐君） 町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） 電化促進に関します団体というのは非常に多くあります。先ほど説明さ

せていただきました電化促進同盟は亀山市、伊賀市それから南山城村、笠置町、木津川市が

参加している電化促進に関します会合を持っているわけでございます。その中では、やはり

地域の振興とあわせて、電化は無理にしても例えば本数をふやす活動ですとか両数をふやす

活動ですとか、地域住民にとっていかにすればＪＲが利用しやすいような状況に持っていけ

るかというそういった会合を実は持っております。 

  関西本線の電化というのは、非常に難しいということをＪＲは言っております。確かに関

西本線はトンネルが多うございます。そのトンネルというのは電化、架線を張るための用意

はできていない、トンネル自体から改修していかなければならないという、本当に大がかり

なものになるそうであります。そういった面から電化というのは無理にしても、電化にかわ

るような住民が便利に利用できるような、ＪＲに働きかけていこうという運動をやっている

団体であります。 

  最終的には、やはり電化というのが最終目標ではありますけれども、電化だけじゃなくて

複線という方向も入っております。複線電化が最終目標でありますけれども、現状を考える

と無理ならば何かいい方法を模索していこうということで現在は活動しているところでござ

います。 

議長（西岡良祐君） 大倉議員。ちょっと待ってください。 

  冒頭に申し上げたけれども、同一議題について３回までということでやっていますので、

質問を変えて次の議題に行ってくれますか。大倉博君。 

３番（大倉 博君） 先ほど言いました４点の中には、例えば３掛ける４で１２、１２回ある

わけですね。そうですね。だから行けるのと違いますか。今、電化同盟を１回だけ聞いただ

けですから、次まだ２回ありますから。 

  今、町長から聞きましたけれども、この電化同盟、この３万円、会議費の予算だと思うん

ですけれども、そういうふうに電化が無理ということで今おっしゃった方向にシフトしてい
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るということなんですけれども、それでは例えば、鉄道の笠置から特に亀山間の安全交通と

いうか、例えば笠置でいいますと、今ここから見ていても、この前建設課長と話をして役場

の前から見ていたんですけれども、ナラ枯れが大きな木が枯れて鉄道の近くに見えています。

だからそういった木の伐採とかそういうことの、電化促進同盟の中には、例えば去年でした

か、笠置館の前のあたりはＪＲが木を切って、今また生えてきていますけれども、ああいっ

た方向でやはり電車が安全走行できるような方向、今こういったナラ枯れが春日山でも大変

なことになっているんですけれども、そういった安全走行できる方向の木の伐採とかそうい

ったことも今後同盟の中でやっていただければありがたいと思います。要望だけで。 

  最後、要望なんですけれども、これは電化同盟の中でも言っていただきたいんですけれど

も、笠置は残念ながらＩＣＯＣＡとかそういったものが今は使えないわけですね。ただ、東

海道線とか行けば無人化の駅で開閉式の自動改札じゃなしに、かざしたら入れる、タッチし

たら出られるという方向のＩＣＯＣＡの方法があるんですよ、東海道線には。だからそうい

った方向が今後……、といいますは、なぜそういったことを言うかといいますと、私の友達

でも大阪から来たら、あんたのところ行けへんと、要するにＩＣＯＣＡが使えないと。いち

いち邪魔くさいというか、例えば観光客が多い方でもやはりＩＣＯＣＡを知らんとして、駅

員の運転手の方にやられている分が多々見るんですよ。だからできればこういったＩＣＯＣ

Ａの自動改札とかそういうことができれば、もっと観光客とかそういったものがふえるんじ

ゃないかと。コストの問題とかいろいろあるでしょうが、ぜひそういう単独で出入りできる、

簡単にこう、一遍東海道線へ行って無人化のところを見られたらわかりますわ。だからそう

いった方向の入札の関係、見ていただいて、できればそういった方向も検討していただけれ

ば笠置の観光客ももっとふえるんじゃないかと思います。ぜひともこいった要望をやってい

ただければありがたいと思います。 

議長（西岡良祐君） ほかに質疑。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。２番、向出健君。まず、原案に反対者の

発言を許します。向出健君。 

２番（向出 健君） ２番、向出です。 

  認定第１号、平成２４年度笠置町一般会計決算認定の件について反対討論を行います。 

  町民の方からは、生活が苦しいという声、また国保が高過ぎる、介護が大変という声をた
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くさんお聞きをしています。 

  しかし、町政においては、一般会計から国保会計、介護保険会計への繰り入れをふやすな

どして、町民の生活を守る、そういう決算内容がそうなっていません。 

  以上を反対の理由として討論を終わります。 

議長（西岡良祐君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） これで討論を終わります。 

  これから、認定第１号、平成２４年度笠置町一般会計決算認定の件を採決いたします。 

  この採決は挙手によって行います。原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（西岡良祐君） 挙手多数です。したがって、認定第１号、平成２４年度笠置町一般会計

決算認定の件は認定することに決定いたしました。 

  これより１１時まで休憩いたします。 

休  憩   午前１０時４８分 

再  開   午前１１時００分 

議長（西岡良祐君） 休憩前に引き続き再開いたします。 

──────────────────────────────────── 

議長（西岡良祐君） 日程第６、認定第２号、平成２４年度笠置町国民健康保険特別会計決算

認定の件を議題といたします。 

  本件について趣旨説明を求めます。町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） 認定第２号、平成２４年度笠置町国民健康保険特別会計決算認定の件に

ついて提案説明を申し上げます。 

  平成２４年度笠置町国民健康保険特別会計の歳入総額は３億１，８４４万２，７１４円、

歳出総額が２億４，１６２万７，９９０円で、歳入歳出差引額及び実質収支額ともに

７，６８１万４，７２４円となっております。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお

願い申し上げます。 

議長（西岡良祐君） 続きまして、本件の概要説明を求めます。会計管理者。 

会計管理者（前田早知子君） 失礼します。 

  それでは、平成２４年度国民健康保険特別会計歳入歳出決算について概要説明をさせてい

ただきます。 
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  まず、歳入から説明させていただきます。 

  決算書については１ページを、参考資料については５ページをごらんください。 

  款の項目と款の項目の予算現額、調定額、収入済額、不納欠損額、収入未済額、予算現額

と収入済額との比較の欄の数値を朗読して説明にかえさせていただきます。なお、不納欠損

額及び収入未済額の数値がゼロ円の場合は割愛させていただきますので、御了承ください。 

  国民健康保険税、４，２４７万５，０００円、５，７３４万４，９７６円、４，０８８万

１，６１４円、３３万６，４００円、１，６１２万６，９６２円、マイナス１５９万

３，３８６円。 

  使用料及び手数料、１万円、調定額、収入済額ともに２万９，２００円、１万

９，２００円。 

  国庫支出金、５，６４３万９，０００円、調定額、収入済額ともに５，０３６万

３，２５５円、マイナス６０７万５，７４５円。 

  療養給付費交付金、２，２５９万９，０００円、調定額、収入済額ともに２，０２３万

５，８０３円、マイナス２３６万３，１９７円。 

  前期高齢者交付金、９，１７９万５，０００円、調定額、収入済額ともに９，１７９万

４，５２８円、マイナス４７２円。 

  府支出金、１，１５３万７，０００円、調定額、収入済額ともに２，１１７万

１，６１８円、９６３万４，６１８円。 

  財産収入、２万円、調定額、収入済額ともに１，７１８円、マイナス１万８，２８２円。 

  共同事業交付金、２，６１４万２，０００円、調定額、収入済額ともに３，０８４万

６，０３２円、４７０万４，０３２円。 

  繰入金、１，１７３万６，０００円、調定額、収入済額ともに１，０５７万３，６１９円、

マイナス１１６万２，３８１円。 

  繰越金、２，８１５万９，０００円、調定額、収入済額ともに５，２４２万４，４２０円、

２，４２６万５，４２０円。 

  諸収入、１５万７，０００円、調定額、収入済額ともに１２万９０７円、マイナス３万

６，０９３円。 

  次のページの合計額になります。歳入合計は２億９，１０６万９，０００円、３億

３，４９０万６，０７６円、３億１，８４４万２，７１４円、３３万６，４００円、

１，６１２万６，９６２円、２，７３７万３，７１４円。 
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  続いて、歳出に移らせていただきます。 

  決算書については５ページとなります。 

  款の項目と款の項目の予算現額、支出済額、不用額の欄の数値を朗読して説明にかえさせ

ていただきます。 

  総務費、１４３万６，０００円、１１５万２，７２１円、２８万３，２７９円。 

  保険給付費、２億１，３２０万２，０００円、１億６，９９７万３，３５９円、

４，３２２万８，６４１円。 

  後期高齢者支援金等、２，５１２万７，０００円、２，５１２万３，２９１円、

３，７０９円。 

  前期高齢者納付金等、７万７，０００円、２万４，３５６円、５万２，６４４円。 

  老人保健拠出金、７，０００円、１，５０２円、５，４９８円。 

  介護納付金、１，０６４万２，０００円、１，０６４万１，８５５円、１４５円。 

  共同事業拠出金、２，５９０万４，０００円、２，５９０万２，２６４円、１，７３６円。 

  保健施設費、２０４万４，０００円、１３０万５，４３５円、７３万８，５６５円。 

  次のページとなります。 

  基金積立金、２万円、１，７１８円、１万８，２８２円。 

  公債費、５万９，０００円、ゼロ円、５万９，０００円。 

  諸支出金、７５５万１，０００円、７５０万１，４８９円、４万９，５１１円。 

  予備費、５００万円、ゼロ円、５００万円。 

  歳出合計は２億９，１０６万９，０００円、２億４，１６２万７，９９０円、

４，９４４万１，０１０円。 

  決算書の３３ページ、実質収支に関する調書をごらんください。最終ページになります。 

  歳入歳出差引額７，６８１万４，７２４円、実質収支額も同じく７，６８１万

４，７２４円となっております。以上で、国民健康保険特別会計歳入歳出決算の概要説明を

終わらせていただきます。 

議長（西岡良祐君） 続きまして、監査結果報告を求めます。監査委員、西村典夫君。 

監査委員（西村典夫君） 国民健康保険特別会計の決算認定の意見を報告いたします。 

  平成２４年度における決算額は、歳入総額３億１，８４４万２，７１４円、歳出総額２億

４，１６２万７，９９０円で、歳入歳出差引額７，６８１万４，７２４円の剰余金を計上し

た。 
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  歳入の主な内訳は、国民健康保険税４，０８８万１，６１４円（１２．８％）、前期高齢

者交付金９，１７９万４，５２８円（２８．８％）、国庫支出金５，０３６万３，２５５円

（１５．８％）、共同事業交付金３，０８４万６，０３２円（９．７％）、府支出金

２，１１７万１，６１８円（６．６％）、療養給付費交付金２，０２３万５，８０３円

（６．４％）となっている。 

  歳出の主な内訳は、保険給付費が１億６，９９７万３，３５９円と歳出全体の７０．３％

を占め、後期高齢者支援金など２，５１２万３，２９１円（１０．４％）、共同事業拠出金

２，５９０万２，２６４円（１０．７％）となっている。 

  国民健康保険特別会計は、制度上流動的な要素が多分にあり、医療費の増減については予

想が立てにくく、不用額が出ることはいたし方ないものと推察するが、医療費の動向には常

に留意するとともに、医療費の抑制を図るためにも、予防保健事業の実施に工夫と検討を加

えて取り組み、今後さらに予想される厳しい状況に対処していく必要がある。 

  一方、本年度においても、保険料の不納欠損処理を行っているものの、処理後の収入未済

額が１，６１２万６，９６２円となっている。国民健康保険事業の健全な運営のためにも、

滞納保険料の徴収については地方税機構と連携を図り、加入者間の負担の公平化を期すため

にもさらに徴収に努力されたい。 

  なお、短期保険証の発行に当たっては、納税への理解に努め徴収を促進するよう強く望む

ものであります。以上です。 

議長（西岡良祐君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。５番、瀧口一弥君。 

５番（瀧口一弥君） ５番、瀧口です。 

  歳出の部の総務費の中の項２番ですけれども、徴税費２０万円それから運営協議会費

４，０００円と上がって、支出額が両方ともゼロになっておるんですけれども、これは結局

税徴収機構に任したからこの項目は誰もこの町内で働いておられないということになってお

るという具合に理解してもええわけですか。 

  もう一遍申し上げます。５ページのほうの歳出のほうの総務費の徴税費なんですけれども、

項２の。徴税費２０万円が上がっております。それから運営協議会費が４，０００円、まあ

微々たる金額なんですけれども、これは歳出ゼロになっておりますね、両方とも。だから

２０万４，０００円は全然使われていないということになっておるんですけれども、これに

携わっておられる方は、町では誰もおられないと理解してよろしいということですね。 

議長（西岡良祐君） 住民課長。 
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住民課長（東 達廣君） 失礼いたします。 

  まず、徴税費の利用費の印刷製本費２０万の不用額についてでございますが、まず、これ

は当初計画時点については徴税費ですので納税通知書それから賦課通知書、変更通知書等々

を予定しておりました。限度額等々が変更になる年が、特に専決等でよくさせていただくん

ですが、その場合は賦課決定通知書なんかは裏面を変更して印刷しなければならない事態と

いうのがございまして、それが当該年度の３月末あたりによく専決をさせていただくことが

ある場合がございます。そういうことを勘案しまして通知書の印刷代を当初計上しておいた

ものでございます。なければ減額すべきところであったかと、そういう案件でもあったかと

思います。 

  それから、運営協議会費の普通旅費の４，０００円でございますが、これは国保運営協議

会の委員さん８名の出張に係る旅費として計上させていただきました。実際の話は、会長が

よく行っていただかなければならない出張がございます。実態としまして相楽の郡の会長に

当たる年についてはいろいろ出張が出てくるんですが、通年はそんなに出てこないんですが、

京都１回分ぐらいは計上させていただいているんで、該当出張がなかったということでござ

います。以上です。 

議長（西岡良祐君） ７番、杉岡義信君。 

７番（杉岡義信君） ７番、杉岡でございます。 

  １点だけ、ちょっとお聞きしたいんですけれども、出産育児費なんですけれども８４万、

あと４２万残っているということは１名の出産があったということですか。 

  それと、笠置町、こういう制度を受ける住民登録、３カ月たたないとこういう制度が受け

られないと。町民になるためには、仮にきょう入れると３カ月後の、入れたらすぐにでもも

う制度が受けられるということじゃなしに３カ月たたないとあかんということですか。そこ

のところ、ちょっと聞かせて。 

議長（西岡良祐君） 住民課長。 

住民課長（東 達廣君） ただいまの御質問でございますが、８４万の予算に対して１名分

４２万支出させていただきました。この支出対象なんですが、あくまで国民健康保険の被保

険者になられている方が対象になります。住民どうのこうのではなくて、当然国民健康保険

の加入資格には笠置町の住民になっていただかなくてはなりませんし、３カ月要件というの

も全くございません。国民健康保険の被保険者という決まりがございます。もう少し細かい

点はあるんですが、例えば社会保険から国民健康保険にかえられて、そのときのおなかに赤
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ちゃんがおられるとかという場合はちょっとした決まりがあるんですが、基本的には国保に

入られた方に対しての出産について出産育児金を出させていただくものでございます。以上

でございます。 

議長（西岡良祐君） 杉岡義信君。 

７番（杉岡義信君） ７番、杉岡です。 

  課長、国保の対象者はわかっているんですけれども、それはわかっている、国保だけ。私

が聞いたのは、町民のあれを入れたその日から国保の対象であればそれをできるかと聞いた

だけで、できるということやね。わかりました。 

議長（西岡良祐君） ほかにありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、認定第２号、平成２４年度笠置町国民健康保険特別会計決算認定の件を採決い

たします。 

  この採決は挙手によって行います。原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（西岡良祐君） 挙手全員です。したがって、認定第２号、平成２４年度笠置町国民健康

保険特別会計決算認定の件は認定することに決定いたしました。 

──────────────────────────────────── 

議長（西岡良祐君） 日程第７、認定第３号、平成２４年度笠置町簡易水道特別会計決算認定

の件を議題とします。 

  本件について趣旨説明を求めます。町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） 認定第３号、平成２４年度笠置町簡易水道特別会計決算認定の件につい

て提案説明を申し上げます。 

  平成２４年度笠置町簡易水道保険特別会計の歳入総額は９，０１３万１，９７２円、歳出

総額が８，７７０万７，４３７円、歳入歳出差引額及び実質収支額ともに２４２万

４，５３５円となっております。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げ

ます。 
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議長（西岡良祐君） 続きまして、本件の概要説明を求めます。会計管理者。 

会計管理者（前田早知子君） 失礼します。 

  それでは、平成２４年度簡易水道特別会計歳入歳出決算について概要説明をさせていただ

きます。 

  まず、歳入から説明させていただきます。 

  決算書につきましては１ページと、参考資料については６ページをごらんください。 

  款の項目と款の項目の予算現額、調定額、収入済額、収入未済額、予算現額と収入済額と

の比較の数値を朗読して説明にかえさせていただきます。なお、収入未済額、予算現額と収

入済額との比較の欄がゼロ円の場合は割愛させていただきますので、よろしくお願いします。 

  分担金及び負担金、２０万円、調定額、収入済額ともに２０万円。 

  使用料及び手数料、３，０６２万４，０００円、３，０８２万８，１５０円、

３，００４万７，８７０円、７８万２８０円、マイナス５７万６，１３０円。 

  財産収入、３万円、３万２，３４９円、２，３４９円。 

  繰入金、予算現額、調定額ともに５，６９９万４，０００円、収入済額５，６９９万

４，０００円。 

  繰越金、２８５万６，０００円、調定額、収入済額ともに２８５万６，７９２円、

７９２円。 

  諸収入、２，０００円、調定額、収入済額ともに９６１円、マイナス１，０３９円。 

  歳入合計９，０７０万６，０００円、９，０９１万２，２５２円、９，０１３万

１，９７２円、７８万２８０円、マイナス５７万４，０２８円です。 

  続いて、歳出に移らせていただきます。 

  決算書は３ページをごらんください。 

  款の項目と款の項目の予算現額、支出済額、不用額の数値を朗読して説明にかえさせてい

ただきます。 

  総務費、１，３８３万５，０００円、１，３７３万３，７５３円、１０万１，２４７円。 

  衛生費、２，１６３万５，０００円、１，８８３万９，２６７円、２７９万５，７３３円。 

  公債費、５，５１３万６，０００円、５，５１３万４，４１７円、１，５８３円。 

  予備費、１０万円、ゼロ円、１０万円。 

  歳出合計は９，０７０万６，０００円、８，７７０万７，４３７円、２９９万

８，５６３円です。 
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  続いて、決算書の最終ページ１５ページの実質収支に関する調書をごらんください。 

  歳入歳出差引額２４２万４，５３５円、実質収支額も同じく２４２万４，５３５円、地方

自治法第２３３条の２に規定する基金への繰入額を１２１万３，０００円計上しております。

以上、簡易水道特別会計歳入歳出決算の概要説明とさせていただきます。 

議長（西岡良祐君） 次に、監査結果報告を求めます。監査委員、西村典夫君。 

監査委員（西村典夫君） 簡易水道特別会計の決算認定の意見を報告いたします。 

  平成２４年度における決算額は、歳入総額９，０１３万１，９７２円、歳出総額

８，７７０万７，４３７円で、歳入歳出差引額２４２万４，５３５円の剰余金を計上した。 

  歳入の主な内訳は、使用料及び手数料が３，００４万７，８７０円（３３．３％）、一般

会計と基金からの繰入金が５，６９９万４，０００円（６３．２％）となっている。 

  歳出の主な内訳は、公債費が５，５１３万４，４１７円（６２．９％）、衛生費が

１，８８３万９，２６７円（２１．５％）となっている。 

  平成２４年１０月から水道料金が改定されたため、料金収入も増加し、さらに滞納分につ

いても徴収に努力されており徴収率も前年度より改善されている。公営企業として経営方針

を明確にするとともに、独立採算制の趣旨から、能率的かつ効率的な経営基盤を確立し、健

全な運営に努められたい。以上です。 

  失礼しました。１２ページお願いいたします。 

平成２４年度経営健全化審査意見書 

  １、審査の概要 

  この経営健全化審査は、町長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項

を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として実施した。 

  ２、審査の結果 

  （１）総合意見 

  審査に付された下記、資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、い

ずれも適正に作成されているものと認められる。 

記 

  健全化判断比率、平成２３年度、平成２４年度、経営健全化基準。 

  ①資金不足比率、―（バー）、―（バー）、２０．０％。 

  資金不足比率が赤字とならなかったために、―（バー）として表示。 

  （２）是正改善を要する事項 
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  特に指摘すべき事項はない。以上です。 

議長（西岡良祐君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。まず、原案に反対者の発言を許します。

２番、向出健君。 

２番（向出 健君） ２番、向出です。 

  認定第３号、平成２４年度笠置町簡易水道特別会計決算認定の件について反対討論を行い

ます。 

  この会計の水道使用料は特定の世帯のみ減免をするという不公平なものとなっています。

減免制度自体は低所得者の方には必要だと考えますが、不公平な減免は問題です。以上を反

対の理由として討論を終わります。 

議長（西岡良祐君） 次に、原案に賛成者の発言を許します。７番、杉岡義信君。 

７番（杉岡義信君） 今の反対討論の中で、減免があるからどうやという話が出たと思うんで

す。これは議会でこういう形の中で３年間していこうという皆さんの合意の中で決められた

ものであって、あと１年で本筋に戻ると思うので、その考え方が私たちは貫いていくと思い

ますので、私はこの件に関して賛成とします。 

議長（西岡良祐君） これで討論を終わります。 

  これから、認定第３号、平成２４年度笠置町簡易水道特別会計決算認定の件を採決いたし

ます。 

  この採決は挙手によって行います。原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（西岡良祐君） 挙手多数です。したがって、認定第３号、平成２４年度笠置町簡易水道

特別会計決算認定の件は認定することに決定いたしました。 

──────────────────────────────────── 

議長（西岡良祐君） 日程第８、認定第４号、平成２４年度笠置町介護保険特別会計決算認定

の件を議題とします。 

  本件について趣旨説明を求めます。町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） 認定第４号、平成２４年度笠置町介護保険特別会計決算認定の件につい

て提案説明を申し上げます。 
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  平成２４年度笠置町介護保険特別会計の歳入総額は２億３，３２６万４，０３２円、歳出

総額が２億１，４７３万５，９０７円で、歳入歳出差引額及び実質収支額ともに

１，８５２万８，１２５円となっております。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお

願い申し上げます。 

議長（西岡良祐君） 続きまして、本件の概要説明を求めます。会計管理者。 

会計管理者（前田早知子君） 失礼します。 

  平成２４年度介護保険特別会計歳入歳出決算について概要を説明いたします。 

  まず、歳入から説明させていただきます。 

  決算書については１ページを、参考資料につきましては８ページをごらんください。 

  失礼しました。参考資料は７ページとなります。 

  款の項目と款の項目の予算現額、調定額、収入済額、収入未済額、予算現額と収入済額と

の比較の欄の数値を朗読させていただき説明にかえさせていただきます。なお、収入未済額

の欄がゼロ円の場合は割愛させていただきますので、御了承ください。 

  保険料、３，５５１万４，０００円、３，９６０万１，５５５円、３，５９５万

４，４６０円、３６４万７，０９５円、４４万４６０円。 

  使用料及び手数料、１，０００円、調定額、収入済額ともに６００円、マイナス４００円。 

  国庫支出金、５，１０３万８，０００円、調定額、収入済額ともに５，５２４万

９，９００円、４２１万１，９００円。 

  支払基金交付金、６，３５１万円、調定額、収入済額ともに６，１３５万６，７３７円、

マイナス２１５万３，２６３円。 

  府支出金、３，３２６万８，０００円、調定額、収入済額ともに３，３４２万

８，５５７円、１６万５５７円。 

  財産収入、１，０００円、調定額、収入済額ともに３０円、マイナス９７０円。 

  繰入金、３，０６０万円、調定額、収入済額ともに２，９９９万７，６９８円、マイナス

６０万２，３０２円。 

  繰越金、７７４万円、調定額、収入済額ともに１，７２７万３，６２１円、９５３万

３，６２１円。 

  諸収入、４，０００円、調定額、収入済額ともに２，４２９円、マイナス１，５７１円。 

  歳入合計は２億２，１６７万６，０００円、２億３，６９１万１，１２７円、２億

３，３２６万４，０３２円、３６４万７，０９５円、１，１５８万８，０３２円となります。 
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  続いて、歳出に移らせていただきます。 

  ３ページをごらんください。 

  こちらも、款の項目と款の項目の予算現額、支出済額、不用額の欄の数値を朗読させてい

ただき説明にかえさせていただきます。 

  総務費、３５３万１，０００円、３２６万１，３８６円、２６万９，６１４円。 

  保険給付費、２億１，０１６万６，０００円、２億６６５万２２０円、３５１万

５，７８０円。 

  地域支援事業費、４９５万８，０００円、３９７万３，３７３円、９８万４，６２７円。 

  基金積立金、１０５万６，０００円、３０円、１０５万５，９７０円。 

  公債費、３万円、ゼロ円、３万円。 

  予備費、１００万円、ゼロ円、１００万円。 

  諸支出金、９３万５，０００円、８５万８９８円、８万４，１０２円。 

  歳出合計は２億２，１６７万６，０００円、２億１，４７３万５，９０７円、６９４万

９３円。 

  決算書の最終ページ、２９ページをごらんください。 

  実質収支に関する調書になります。 

  歳入歳出差引額が１，８５２万８，１２５円、実質収支も同じく１，８５２万

８，１２５円となります。以上で、介護保険特別会計歳入歳出決算の概要説明とさせていた

だきます。 

議長（西岡良祐君） 続きまして、監査結果報告を求めます。監査委員、西村典夫君。 

監査委員（西村典夫君） 介護保険特別会計の決算認定の意見を報告いたします。 

  平成２４年度決算額は、歳入総額２億３，３２６万４，０３２円、歳出総額２億

１，４７３万５，９０７円で、歳入歳出差引額１，８５２万８，１２５円の剰余金を計上し

た。 

  歳入の主な内訳は、保険料３，５９５万４，４６０円（１５．４％）、支払基金交付金

６，１３５万６，７３７円（２６．３％）、国庫支出金５，５２４万９，９００円

（２３．７％）、府支出金３，３４２万８，５５７円（１４．３％）となっている。 

  歳出の主な内訳は、保険給付費が２億６６５万２２０円（９６．２％）、地域支援事業費

は３９７万３，３７３円（１．９％）となり、合わせると前年度から１，８８８万

２，０２１円の増額となった。 
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  当町では６５歳以上の人口が約４割を占めるほど高齢化が進み、高齢者のみの世帯や独居

世帯が年々増加している。このため老々介護や家族だけで介護を行うことが困難である状況

が進んでおり、家族及び高齢者の大きな不安要素となっているのが実情である。介護保険制

度が安定した制度として維持していくためにも、介護予防事業や健康づくりの取り組みの充

実を図られるよう希望する。 

  なお、当会計を支える第１号被保険者保険についての保険料の収入未済額が３６４万

７，０９５円と滞納総額は年々増加しており、今後、累積額が増加しないよう未納者に対し

制度の理解と徴収の促進に努力されたい。以上です。 

議長（西岡良祐君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、認定第４号、平成２４年度笠置町介護保険特別会計決算認定の件を採決いたし

ます。 

  この採決は挙手によって行います。原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（西岡良祐君） 挙手全員です。したがって、認定第４号、平成２４年度笠置町介護保険

特別会計決算認定の件は認定することに決定いたしました。 

──────────────────────────────────── 

議長（西岡良祐君） 日程第９、認定第５号、平成２４年度笠置町後期高齢者医療特別会計決

算認定の件を議題とします。 

  本件について趣旨説明を求めます。町長、松本勇君。 

町長（松本 勇君） 認定第５号、平成２４年度笠置町後期高齢者医療特別会計決算認定の件

について提案説明を申し上げます。 

  平成２４年度笠置町後期高齢者医療特別会計の歳入総額は５，９７４万６，９６８円、歳

出総額が５，８８９万５，２５４円で、歳入歳出差引額及び実質収支額ともに８５万

１，７１４円となっております。よろしく御審議の上、御承認賜りますようお願い申し上げ

ます。 
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議長（西岡良祐君） 続きまして、本件の概要説明を求めます。会計管理者。 

会計管理者（前田早知子君） 失礼します。 

  それでは、平成２４年度後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について概要説明をさせて

いただきます。 

  まず、歳入から説明させていただきます。 

  決算書については１ページを、参考資料については８ページをごらんください。 

  款の項目と款の項目の予算現額、調定額、収入済額、収入未済額、予算現額と収入済額と

の比較の数値を朗読して説明にかえさせていただきます。なお、収入未済額の数値がゼロ円

の場合は割愛させていただきますので、御了承ください。 

  後期高齢者医療保険料、２，１８７万３，０００円、２，２３８万６，６９８円、

２，１２５万６６７円、１１３万６，０３１円、マイナス６２万２，３３３円。 

  使用料及び手数料、４，０００円、調定額、収入済額ともにゼロ円、マイナス

４，０００円。 

  繰入金、３，８１１万４，０００円、調定額、収入済額ともに３，７９４万９，６５８円、

マイナス１６万４，３４２円。 

  繰越金、７万円、調定額、収入済額ともに４３万７，７２８円、３６万７，７２８円。 

  諸収入、５６万１，０００円、調定額、収入済額ともに１０万８，９１５円、マイナス

４５万２，０８５円。 

  歳入合計は６，０６２万２，０００円、６，０８８万２，９９９円、５，９７４万

６，９６８円、１１３万６，０３１円、マイナス８７万５，０３２円です。 

  続いて、歳出に移らせていただきます。 

  決算書は３ページとなります。 

  款の項目と款の項目の予算現額、支出済額、不用額の欄の数値を朗読して説明とさせてい

ただきます。 

  総務費、３４万２，０００円、１５万９，１７５円、１８万２，８２５円。 

  後期高齢者医療広域連合納付金、５，９５５万３，０００円、５，８６２万４，３５９円、

９２万８，６４１円。 

  諸支出金、８万１，０００円、ゼロ円、８万１，０００円。 

  予備費、１０万円、ゼロ円、１０万円。 

  歳出合計は６，０６２万２，０００円、５，８８９万５，２５４円、１７２万
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６，７４６円。 

  決算書の最終ページ、１３ページをごらんください。 

  実質収支額に関する調書となります。 

  歳入歳出差引額は８５万１，７１４円、実質収支額も同じく８５万１，７１４円となりま

す。以上で、後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決算の概要説明とさせていただきます。 

議長（西岡良祐君） 続きまして、監査結果報告を求めます。監査委員、西村典夫君。 

監査委員（西村典夫君） 後期高齢者医療特別会計の決算認定の意見を報告いたします。 

  平成２４年度決算額は、歳入総額５，９７４万６，９６８円、歳出総額５，８８９万

５，２５４円で、歳入歳出差引８５万１，７１４円の剰余金を計上した。 

  歳入の主な内訳は、後期高齢者医療保険料２，１２５万６６７円（３５．６％）、一般会

計からの繰入金３，７９４万９，６５８円（６３．５％）となっている。 

  歳出の主な内訳は、後期高齢者医療広域連合納付金が５，８６２万４，３５９円と、全体

の９９．５％を占めている。 

  当会計は、平成２０年度に新設された特別会計にもかかわらず、普通徴収分の保険料の滞

納額は年々増加するばかりである。高齢化の進む当町としては、当該会計も後期高齢者に係

る医療費の増減のため、不確定要素によって左右されるという流動的性質が多分にあると思

われるが、保険料については、督促状の発布など滞納額が増加しないように徴収にされ、効

率的な財政運営を図ることを期待する。以上です。 

議長（西岡良祐君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） これで質疑を終わります。 

  これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

議長（西岡良祐君） 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

  これから、認定第５号、平成２４年度笠置町後期高齢者医療特別会計決算認定の件を採決

いたします。 

  この採決は挙手によって行います。原案のとおり認定することに賛成の方は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

議長（西岡良祐君） 挙手全員です。したがって、認定第５号、平成２４年度笠置町後期高齢

者医療特別会計決算認定の件は認定することに決定いたしました。 
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──────────────────────────────────── 

議長（西岡良祐君） これで本日の会議を閉じます。 

  以上で本日の日程は全部終了しました。 

  本日はこれにて散会します。 

  第２日目は９月１８日午前９時３０分から開会いたします。通知は省略いたします。 

  本日は御苦労さまでした。 

散  会   午前１１時５４分 


